
農村景観の評価と保全

武　内　　和　彦

｢環境情報科学｣第10巻第4号(1981)別刷



農村景観の評価と保全

農村景観の評価と保全

1.農村景観考察の意義と視点

1.1畠村景観の基本的特徴

浅村景観は,長期にわたる農村住民の生活･生産活動

を通じての人間と自然環寛のかかわりのなかで生みださ

れてきたものである｡所与としての自然環境と並ぶ景観

形成の主体である農村住民は,また実質的な景観管理の

主体でもある｡一方,景観は,人間の知覚を通じて初め

て認知されるものであるが,農村住民はここでも主要な

認識,評価の主体である｡このように,自然環塙と密着

した生活･生産活動が介在していることや,景観をとり

まく主体が,農村住民に収赦する点は,本来の農村景観

がもつ基本的特徴といえよう｡

農村景観は,農村住民の地域に対する深いかかわりの

なかから生まれてきたものであるから,たんに景観の審

美的価値という側面からのみ考察するのは,あまりにも

皮相的にすぎないといわざるをえない｡ 1961年から始

まった有名な西ドイツの農村美化コンクール｢わが村は

美しく　Unser Doff soil sch6ner werden｣においても,

その日的とするところは,集落の花いっぱい運動をおし
/

進めるというよりも,生存環境の改善や美意識の向上を

うながすことにあり,コンクールそのものは,秩序ある

環境を住民の総意で生みだしてゆくための教育的手段で

あると位置づけられている(BVNL, 1968)0

したがって,農村景観の考察は,まず農村住民の農村

環境に対するかかわりを考えることから出発しなければ

ならない｡

1.2　農村景観考察の今日的意義

地域の独立性が高かったかつての農村においては,義

村良民と農村景観の関係は一義的であった｡農村住民に

より形成され,管理された景観要素は,それ自身生活･

生産約枚能を充足しながら,全体としての農村景観の構

成部分の役割をはたしていた｡そこでの農村景観は,自

然環境の性質に強く影響されて,まさに｢風土｣とよぶ

にふさわしい様相を皇していたのである｡

しかし,近代化が進み,農村が社会･経済的にも空間

環境情報科学10-4 1981

武　内　　和　彦

的にも独立した存在ではありえなくなっている今日,農

村景観に大きな構造的変化が引き起こされている｡その

寮1は,都市化の影響によるものである｡スプロールの

影響を受けた都市近郊農村では,農村景観に都市景観が

混在するようになり,大都市近郊では,農村景観そのも

のが消滅してしまう事態も生まれた｡都市の外延的拡大

の影響を受けない農村においても,都市的生活様式の浸

透に伴う農村景観の変化は著しい｡

第2に,農村をとりまく技術の革新により,自然環境

に依存しない生活･生産様式が生みだされ,また,かつ

ての農村景観要素がもっていた多様な機能は分解され,

各機能ごとに刷新の対象となってきた｡その結果,かつ

ての風土的農村景観は,近代的農村景観-と変貌したが,

地域の生態的秩序と多様性はなおざりにされるようにな

ってしまった｡

第3に,農村住民の農村景観に対するかかわりの変化

があげられる｡都市化や技術革新の波のなかで,農村住

民は,必ずしも日常的な景観管理の主体ではなくなった｡

また,農村住民の景観認識も徐々にうすれつつあり,と

くに都市近郊では,その傾向が顕著になってきた.

こうした状況のなかで,農村景観をどう評価し,どう

保全してゆけばよいかが,逆に,農村計画の重要な課題

となってきている｡それは, (1)都市的圧力のなかで

農村の物的存立をどう保持するか, (2)機能分化の進む

なかで,農村景観としてのまとまりをどう維持し,環競

保全をほかるか, (3)農村住民の農村景観に対する再

認識をどううながし,さらに景観管理の再構築をほかる

か,といった課題である｡また,すでにヨーロッパにみ

られるように,今後は,余暇活動の活発化に伴い,都市

住民と農村景観の結びつきの強まることが予想される｡

その場合,農村住民と都市住民という異なる主体間の調

整と,それに基づく景観形成,景観管理のあり方が検討

されなければならないだろう｡

こうした課題を解決するための方策を求める基礎とし

て,今臥　農村景観を考える必要性が生じているのであ

る｡
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1.3　農村景観考察の視点

以上のべた農村景観考察の今日的意義をふまえて,考

察においてとるべき視点をいくつかに整理することがで

きる｡

まず,初めに,農村景観の問題を,たんに風景的な問

題として理解するのではなく,景観を形成する地域秩序

のあり方の問題として考察する視点が必要である｡この

ことは,風景が限られた眺望点においてのみ価値をもつ

広域レベルでは,とくに重要である｡ここでは,むしろ

農村景観を,一つの地域生態系としてとらえる視点が求

められよう｡そのさい,景観の主要構成部分としての土

地自然と土地利用の生態学的バランスの問題が検討され

なければならない｡とくに,農村における土地利用は,

生物的土地利用であるから,考察にあたっては,生物生

態的基礎をふまえた禄地学的アプローチが有効である｡

さらに,都市化の圧力のなかで,農村景観保全のあり方

を考える場合には,上記視点に基づく土地利用計画的ア

プローチが必要である｡

つぎに,農村景観を形態的に考察する視点と並んで,

機能的に考察する視点をもつことが必要である｡農村景

観においては,一つの景観構成要素がいくつかの枚能的

役割をはたしている例をみることが少なくない｡むしろ

多面的な機能のまとまりが形態に反映しているのが,本

来の農村景観の特徴であったともいえる｡その意味で,

今日的な農村景観を考察するにさいしては,形態と機能

景観変化

∫

が結びついているかどうかに注目する必要がある｡農相

景観の評価を行う場合には,形態の呈する視覚的価値を

評価すると同時に,形態をささえる枚能的価値も評価す

る視点が必要となろう｡また,農村景観は長い時間を経

て形成されたものであるから,景観の歴史的価値につい

ても評価を行わなければならない｡このことは,とくに,

歴史的風土保全の一環としての歴史的農村景観保全を考

える場合,重要である｡

さらに,認識主体の立場にたって農村景観を考察して

ゆく必要がある｡いうまでもなく,認識主体の中心は,

農村住民であり,農村住民を主体においた農村景観の評

価や保全のあり方が検討されなければならない｡そのさ

い,農村景観管理をどう行ってゆくかが重要な問題とな

ろう｡また,前節で述べたように,都市住民の観光レク

リエーションの対象として,農村景観を考えてゆくこと

ち,今日的には重要な課題であろう｡

2.農村景観の評価

農村景観の評価は,対象とする空間のスケール(認識

のレベル),評価の視点の差異により,おのずから異な

ったものとなる｡本来ならば,そうした個々の評価を体

系化したうえで,農村景観の総合的評価手法を提示すべ

きであるが,従来の評価手法はそこまでの段階に達して

いない｡そこで,本論では,先にのべた三つの視点に基

づく評価のあり方について考察するにとどめ,総合評価

山地林 價�&��乎地林 價�&陏�胃ｹl｢�水田.蓮田 僞��ｨ�x��水田 刳e種土地利用 

紺酬馴葦酢蓋 
山地林 價�&��工業団叫平地林 價�&貳dh･�&隍ｲ�諾]水田 僞��ｨ�x��水可住宅団地 刳e種土地利軍 

- 

皿88---触‥ 

緬出anAmm7'r-L1留QBm5gdTiaR鮎畠X▲.ほl 

森林土黒ポク土 劔泥炭土 �.�&�7��グライ土 �.�&�7��

山地台地 劔低湿地 俾��).yf��低湿地 ��I&��

図1土地自点と土地利用の結びつきの模式図(関東中央部)
●
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の提示については,今後の大きな課題としたい｡

2.1地域生態系としての農村景観の評価

農村景観の問題を,景観を形成する地域秩序のあり方

の問題としてとらえようとするとき,まず,景観構成要

素とそれらの集合体としての景観構造が把握されなけれ

ばならない｡筆者(武内, 1981)紘,広義の景観(景域)

を大きく土地自然(地域の土地的自然要素の集合体)

と土地利用の側面から構成されるものとしてとらえ,か

つ,土地自然と土地利用の問には一定の相互関係が存在

するものと考えた｡この考え方に従えば,土地自然と土

地利用の組み合せにより,今日の景観構造がある程度ま

で把握され,さらに過去の両者の組み合せと比較検討す

ることによって,今日の農村景観構造のもつ問題点が明

らかになる｡

図1は,関東中央部において典型的にみられる土地自

然と土地利用の結びつきをしめしたものである｡ここで

は,おおむね土地自然に対応した土地利用がいとなまれ

ているといえる｡しかし,今日の土地利用状況をみると,

いくつかの問題点のあることがわかる｡その第1は,こ

の地域で,東京大都市地域の外延的拡大の影響を受けた

工業団地,住宅団地など都市的土地利用の増加がみられ,

乎地林,湿田など比較的存立基盤の弱い農業的土地利用

を蚕食しつつあることである｡また,第2にこの地域の

典型的景観といわれてきた平地林や高生垣を含む屋敷林

が,今日必ずしも機能的裏づけをもたなくなったことで

ある｡平地林は,用材林,薪炭林,防風林としての機能

がうすれ,今日では都市化のための保留地の色彩が濃く

なっている｡また,屋敷林は,住宅様式の近代化に伴い,

防風林磯能はさほど認められなくなり,かえって日照を

妨げる存在として問題視されはじめている｡このほか,

山地林についても,生産磯能の低下が問題となっている｡

また,第3に,土木技術の進歩により,は場整備や工

業･住宅団地の造成にさいして,大規模な土地自然の改

変が行われていることがあげられる｡とくに,低湿地で

は,クリークの埋立や盛土が進み,歴史的農村景観は大

きく変貌している｡

こうした問題をふまえて,農村景観の保全をはかるた

めには,まず,土地自然と土地利用の生態学的バランス

の評価,すなわち生態学的土地評価を行うことが必要で

ある｡つぎに,農業的土地利用と都市的土地利用の調整,

すなわち土地利用ゾーニングを行う必要がある.さらに,

機能的裏づけの希薄となった景観域を保全するためには,

農村生活の快適性保持に不可欠な非機能的価値の再認識

をうながすとともに,レクリエーション機能など新たな

機能を付加してゆくことが必要である｡また,土木技術

の導入にさいしては,できるかぎり自然環境のもつ多様
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性を保持してゆくための対策を考えてゆくべきであろう｡

2.2　農村景観の価値評価

先に述べたように,農村景観の評価は,それが農村住

民にとっていかなる意味をもっているかを考えたうえで,

多面的に行う必要がある.具体的には,農村生活の快適

性保持に不可欠な農村景観の磯能的,視覚的,歴史的価

値などについて評価を行い,農村景観のもつ重要性を浮

かびあがらせることが求められる｡

表1は,山梨県鳴沢村鳴沢地区を例に,農村景観構成

要素のなかでもとりわけ重要な緑地部分をぬきだし,上

記価値に基づく緑地形態の分類を試みたものである｡こ

こでは,農村住民にとっての価値を知るた獲)に,貌地で

の聞き取り調査を行い,その結果に基づいて分類を行っ

た｡表2は,緑地の価値分類をふまえて,各価値に基づ

く重要度を3段階に区分し,さらにそれを総合的な保全

ランクにまとめたものである｡この分級結果に基づいて,

農村景観構成要素としての緑地の保全指針が導かれる｡

社寺林は,機能的,視覚的,歴史的価値のそれぞれが

高いものと認められる｡すなわち,この線地部分は,也

域のシンボル的な意味をもっており,厳正保護がされる

べきである｡また,屋敷林･高生垣も,当該地区の集落

内を構成する禄地部分として重要な意味をもっている｡

この部分は,個人所有に帰するため,厳正な保護は可能

でないが,共通意識のもとに,保護を進めてゆくことが

望まれる｡二次林･植林は,がけくずれ防止等の保安境

表1景観構成要素としての緑地形態の分類(鳴沢村)

赤地の価値t　　　　赤　　地　　形　　態

歴史的価値l社寺林, (屋敷林塙生垣)

表2　緑地の重要度区分と保全ランク(鳴沢村)

A :価値が高い, B :価値が認められる, C :価値が認め

られない, Ⅴ:厳正保護, Ⅳ:保護, Ⅲ:保全, Ⅱ:利用,

I :赤地造成
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能が高いものと認められる｡したがって,林地としての

利用をはかりつつも,皆伐等の措置を避けながら維持し

てゆくべきものと考えられる｡並木についても,防風林

としての機能が強く認められる｡したがって,現存する

並木は,できるかぎり保護し,さらには場,施設地の周

辺に造成されてゆくべきであると考えられる｡また,坐

垣･個人庭園については,個々の住民の利用に供されつ

つも,集落全体として調和のとれたかたちで維持されて

ゆくことが望まれる｡

こうした保全指針は,地域の特性に応じて求められる

べきであり,そもそも,農村景観の分類および評価にさ

いして,安易な一般的基準の提示は避けるべきであろう｡

また,農村景観のもつ価値を減少せしめないための方策

を求めるばかりでなく,積極的に価値を高めるための景

観造成が考えられる必要があろう｡

く数量化Ⅲ類による分類〉

(主成分分析による分類)

イ �8ﾒ�ノヽ � �7｢��-b�

A �,ﾈ488��ｸ5r���柑~ﾉ~ﾈt������ � 

B �凅ｹH8�9nﾈ9$ﾈ5r�����⑳＼ � 
田園景観のイメージ 

C �� 鳴����憲@@@) � 

印可 
D �� 唸xb�t｢�x���� � 

E �� ��その他(整備されて いない風景のイメージ) 剪�㊨ 

ーl 

図2　アンケート調査による蓋村景観美の総合類型

(農村開発企画委員会, 1981)

①苗代田の景, ②代田の景, ③植田の景, ④青田の景, ⑤秋

の田の景, ⑥稲架･稲穂のつづく景, ⑦冬田の貴, ⑧れんげ

田の景, ⑨案山子のみえる景, ⑬四角に整理された田の続く

景, ⑫不整形な未整理の田の続く景, ⑫千枚田などの不整形

の棚田の景, ⑬麦秋の景, ⑳水田地帯にカントリーエレベー

ターのそびえる景, ⑬夏蚕のころの桑畑のひろがる景, ⑬茶

畑のひろがる景, ⑳花や実をつけた果樹園のひろがる景, ㊨

ビニール-ウスの多くみえる景, ⑲広い牧草地の景, ⑳牧草

地に畜舎やサイロのみえる景, ⑳豚舎や鶏舎の多くみえる景,

⑳野川や溜池のみえる景, ⑳大きな川のみえる景, ⑳鎮守の

森など森や林のみえる景, ⑳山のみえる景, ⑳水田地帯にワ

ラ屋根瓦屋根のみえる景, ⑳水田地帯に原色の屋根のモダソ

な家のみえる景, ⑳水田地帯に学校,役場,農協等の木造の

大きな建物がみえる景, ⑳水田地帯に学校,役場,農協等の

鉄戯コソク7)一十の大きな建物のみえる景, ⑳草地や森林の

中に原色の屋根のモダソな家のみえる景, ⑳生垣の続いた家

並み, ⑳ブロック辞のつづいた家並み, ⑳樹の多く植えられ

た農村公園, ⑳遊具のみの農村公園, ⑳すべてが雪に被まっれ

た白銀の景

12

2.3　農村住民による景観美の評価

農村景観が,本来的に農村住民の認識像である以上,

農村景観の評価を農村住民の意識に基づいて行おうとす

るのほ,当然のなりゆきといえる｡しかし,こと審美的

評価に関しては,個々人の価値感が左右し,一般にいわ

れているような景観美の客観的評価は,必ずしも容易で

ない｡そこで,最近では,アンケートなどを用いた計量

的アプローチが試みられるようになってきている｡

図2は,農村開発企画委員会(1980, 1981)が,全国

5市町村の農村住民を対象にアンケートを行った結果か

ら,多変量解析により,回答者の審美的選好に基づく農

村景観美の類型を試みたものである｡この結果をふまえ

て,農村住民が,田園景観イメージと近代的施設の景観

イメージを対立的にとらえ,さらに,審美的評価のうえ

から,前者を肯定的に位置づけていること,また整備さ

れていない風景のイメージは,たとえそれが伝統的なも

のであっても,消極的な評価をうけること,が推論とし

て示されている(農村開発企画委員会, 1981)0

こうした評価結果を,農村景観の保全施策につなげて

ゆくためには,さらに手法の改善と事例の積み重ねが必

要であろうが,近代的施設が景観美という側面からみて,

少なくとも積極的な評価を得ていない点などは,農村景

観の保全を考えるうえで,十分考慮すべき結果と考えら

れる｡

3.農村景観の保全的課題

以上のべてきたようなかたちで,多様に認識され評価

される農村景観をどう保全してゆけばよいのであろうか｡

ここでは,農村景観の保全的課題をいくつかに整理し,

説明してみたい｡

3. 1農村土地利用計画の策定と景観保全

農村景観保全のためのもっとも根本的な対策は,土地

自然のもつ多様性を生かしながら土地利用を営むことで

ある｡そのためには,自然立地的土地利用計画を含む広

義の景観計画(景域計画Landschaftsplanung)の策定

が必要であり(井手, 1974),それに基づく農村土地利用

計画の策定が必要である｡とくに,自然環境の保全や都

市的土地利用との調整には,十分留意すべきである｡ま

た,農業開発においても,大規模な土地自然の改変や,

土地利用の単純化を避け,地域の特性にあった適正規模

の開発を考えるべきである｡

また,従来の農村計画のなかでは,緑地計画に対する

認識がきわめて低い｡しかし,緑地は,農村景観を構成

する重要な要素であり,生産機能以外にもさまざまな価

値を有する空間として位置づけられる必要がある｡その

意味で,農村緑地計画を確立することは,農村景観保全
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を達成するうえできわめて重要といえる｡この農村緑地

計画のなかでは,自然保護や歴史的景観の保全に対して

ち,十分な配慮が求められる(亀山, 1980)｡

3.2　多様な個値の認識と景観保全

戦後の日本の農村は,高度経済成長下で,生産性向上

に重点がおかれてきた｡その結果,快適性(amenity)と

いう言葉に代表される多様な環鏡の価値に対する認識は

うすれ,生産に直接かかわる農村整備(とくには場整備

等の基盤整備)のみが発行してきたといえる｡しかし,

環境問題が国土全域に普遍化したなかで,農村において

ち,あらためて生活･生産環境の改善の必要性が叫ばれ

ている｡今日こそ,まさに,農村景観のもつ多様な価値

を再認識する絶好の機会といえる｡

伝統的な農村形態が保存されている場合には,それが

.もつ歴史的,文化的,教育的価値を認めたうえで,形態

を保存しつつ新しい横能を付加してゆくための方策が求

められる｡また,歴史的農村景観が当該地域の農村住民

を超えて広く評価されるものである場合には,現状の景

観を総体として,凍結的に保存する必要性も生じようが,

その場合には,凍結的保存に伴う農村住民の社会的･経

済的損失に対する補償や施策を考えることが必要となろ

う(三好, 1977)0

また,近代的施設を新たに農村に配置したり,基盤整

農村景観の評価と保全

備等を行う場合には,伝統的農村形態との調和をはかり

ながら,整備を進めてゆく必要がある｡そのさい,伝統

的景観部分と近代的景観部分の不連続性を緩和するため

に,緑地を用いた修景が有効である｡その意味でも農村

緑地計画の重要性が指摘できる｡

3.3　景観管理への住民参加

集落や農地をはじめとして,農村景観を構成する大部

分の空間は個人有地であり,農村住民の景観管理への積

極的参加なくして,景観保全は達成しえない｡農村地域

において真に住民参加を可能とするものは,歴史的共属

意識であり,それが崩壊しつつある今日,意識の高揚を

うながすことが急務である｡また,鎌倉などの例にみら

れるように,景観保全を達成するうえで,住民を指導す

るり.-ダーのはたす役割は大きい｡その意味で,リーダ

ーの養成とともに,専門家によるアドバイスを進めるこ

ともまた必要と考えられる｡

西ドイツの｢わが村は美しく｣コンクール-の参加を

よびかけたノルトラインーウエストファーレン州のパン

フレット(1964)では,景観管理のよい例と悪い例を対

照しながら,農村住民に具体的な評価基準を提示してい

る(図3)｡こうした努力は,わが国においても,当然試

みられるべきものであろう｡

皿･t照掃出

∈∃紺しい住宅地,tU-

囚聖地瑞二
= 1'畑.fL

-　在芸道

----　遊歩道

=======- JH

Jq　鉄道

:叱己　土壌保.穫樹林帯

だヨ　森

物造附也
ooo　柚桝

句忽'柑橘描く

rrilH　堤

⊂コ運動場

図3　谷あいの居住地区の整備例(左が悪い例,右がよい例,ノルトラインーウエスト77-レン批1964)
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特集/景観の予測と評価

3.4　レクリエーション利用と景観保全

レクリエーション利用の必要性は,農村の内部および

外部からもたらされている｡農村内部におけるレクリエ

ーション利用の必要性は,農村生活様式の近代化に伴う

近代的スポーツ施設の要求が高まり,また農村景観のも

つ多様な機能が分解され　単一目的的な空間が広がった

ことにより,レク1)エーション利用を特定の空間に特化

させる必要が生じたことによって,もたらされたもので

ある.そのため,現在,農村においても農村公園とよば

れる都市的公園の整備が進められているが,今後は,農

村景観と調和したレクリエーション施設のあり方が十分

倹討されるべきである｡また,施設にとらわれない農村

の自然環鏡の活用にも十分配慮すべきであろう｡

農村外部からのレクリエーション利用の必要性は,都

市住民の余暇活動の活発化や長期化に伴って,今後ます

ます高まることが予想される｡その場合,農村住民の生

活･生産活動との競合が生じる可能性もあるが,あくま

でも,農村住民により保全された農村景観を,都市住民

が観光レクリエーションの対象として訪れるという基本

‥線は守られるべきであろう｡ただし,用材林や薪炭林と

しての生産境能がうすれた二次林域では,林地の環境保

全的機能を保持しつつ,レクリエーション利用に供する

ことが可能である｡別荘地の開発は,その代表例である

が,しかし,外部資本による乱開発がもたらす弊害も多

い｡少なくとも,農村住民の運営･管理-の参加により,

厩存の農村景観-の乳酸は排除すべきものであろう｡ま

た,大都市近郊地域では,現在国営武蔵丘陵森林公園

A(埼玉県比企郡)にみられるように,二次林をとり込ん

だかつての農村景観を主体とする大規模自然公園の建設

が進むであろう｡その場合,周辺の島村住民,農村景観

との関連づけを十分検討したうえで,大規模公園の運

営･管理が計られるべきであると考えられる｡

いずれにしても,農村のレクリエーション利用を考え

るにさいしては,農村景観,とりわけ自然環境のもつ多

二様性が十分評価される必要がある｡西ドイツの農村のレ

クリエーション評価では,生物相の多様な水辺地や林縁

が高く評価されている(Kiemstedt, 1968)が,わが国に

14

おいても,こうした生物空間の多様性の保全について,

配慮してゆくことが強く望まれるのである｡

4.おありに

本論は,農村景観の評価と保全のあり方について,お

およその輪郭提示を試みたものである｡本論で説明して

いるような広義の概念としての景観に対して,従来より

筆者らは景域という用語を用いているが,ここでは,特

集のテーマに即して,景観の用語に統一した｡いうまで

もなく広義の景観は,風景的意味に限定される狭義の景

観を内包したものであり, 1.1で述べたよな理由で,と

くに農村においては,狭義の景観のみを評価･保全の対

象とするだけでは不十分である｡このことは,西ドイツ

において,広義の景観保全(景域保全Landschafts-

p且ege)を目標とした評価論,計画論が,これまで農村

を中心に発達してきたことからも裏づけられる｡

従来わが国では比較的議論の少なかった農村景観の問

題について,今後さらに評価論,計画論,保全論を展開

してゆく必要があるように思われる｡
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